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【総合力を発揮して詐欺犯人を逮捕！～狭山警察署～】 
犯人からの電話の内容 犯人の訪問と警察署への通報 犯人の逮捕 

７月 10 日午前 11 時頃、市

民宅に市役所職員を名乗る男

から「医療費の還付金がある。

受け取るには銀行名と口座番

号が必要です。」と電話が入っ

た。市民は「△□信金です。」

などと答えると「今から職員

が向かいます。」と答えた。 

まもなく、△□信金職員を装

う女が市民宅を訪れ、「振り込む

にはキャッシュカードと暗証番

号が必要です。」と言ってキャッ

シュカードをだまし取った。 

★市民は同日午後１時頃、△□

信金に確認の電話をした。 

★△□信金職員は、詐欺と判断

し、狭山警察署に通報をした。 

★被害者宅に急行した狭山警

察署員は、キャッシュカード

をだまし取った 20 代の女の 

人相・着衣を直ちに無線で警

戒中の警察官に流した。 

★所沢市内において、無線を

傍受した警察官が酷似した女

を発見し、すかさず職務質問

をして、自供を得たことから、

詐欺犯人と認め逮捕した。 

 

【特殊詐欺発生状況（入間市内）】 

年   別 件数 被  害  額 前 年 対 比 

令和２年８月末日時点 13件 1,205万円 －25件： －1,195万円 

令和元年８月末日時点 38件 2,400万円 ＋25件：    ＋2万円 

被害防止（狭山警察署管内）    72件       2,408万円 ＋34件： －1,560万円 

 

【新しいのぼり旗の交換：受け付け中】 

犯罪を起こさせ

にくい環境づく

りの推進 

犯罪の防止を図るためには、警察の活動とともに一人一人が自ら犯罪を防止する

意識を持って私たちが住む地域に目を注ぎ、地域のつながりを強めて犯罪の「機会」 

を取り除き、「犯罪を起こさせにくい地域環境づくり」を推進することが必要である。 

                      (埼玉県防犯のまちづくり推進条例前文より抜粋) 

のぼり旗の種類 

 
〇防犯パトロール実施中   〇不審者・痴漢に注意 

〇振り込め詐欺にご注意   〇振り込め詐欺多発 

 

 

 

 

 

 

コロナウイルスに 

負けないでね！ 

新しいのぼり旗

の効果及び連絡

先 

〇犯罪抑止力及び市民の防犯意識が向上する。 

〇まち全体に活気がみなぎり、気持ちもさわやかになる。 

※色あせたのぼり旗は、新しいものと交換してください。 

≪連絡先≫ 交通防犯課又は各支所 

※食欲の秋。おいしいものがたくさんあります。でも、食べ過ぎには十分注意してください。 
交 通 防 犯 課 
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